
                         

                    事 務 連 絡 

                     令和５年 11 月 27 日 

出店企業の皆様へ 

 

（公財）日本食肉流通センター 

 

 

 

「食品表示基準について」の一部改正について【情報提供】 

 

日頃から当センターの業務運営につきまして、格別のご高配を賜り、    

厚く御礼申し上げます。 

 

農林水産省から、消費者庁が「食品表示基準について（平成 27 年 3 月 30

日消食表第 139 号）」の一部改正を行った旨、連絡がありましたので、お知ら

せいたします。 

 

改正の内容は、新旧対照表をご覧ください。。 

また、溶け込み版につきましては、消費者庁ウェブサイトよりご覧ください。 

【消費者庁ウェブサイト】 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ 

 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/


 

消 食 表 第 580 号 

令和５年 11 月７日 

 

農林水産省消費・安全局長 殿 

 

 

 

消 費 者 庁 次 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「食品表示基準について」の一部改正について 

 

今般、「食品、添加物等の規格基準」（昭和34年厚生省告示第370号）の「Ｆ 使用基

準」が一部改正され、「Ｌ－システイン塩酸塩」の用途が変更されたことから、別添 添

加物１－４の調味料に「Ｌ－システイン塩酸塩」を追加することとしました。 

ついては、上記に係る事項について、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について」

（平成 27 年３月 30 日付け消食表第 139 号消費者庁次長通知）の一部を改正しましたの

で、関係者に対する周知をお願いします。 

  




